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可燃ごみの出し方について

近隣の地区から r千福が丘区内の1方の可燃ごみが集積場に

指定された可燃ごみ集積場へお出しください
ごみ集積場では管理をされている方がいます。

見知らぬ方のごみが置かれていると不審物の疑いをか

けられ、 収をしてもらえなくなる場
´́ 、があります。

中身の確認を行いました。

他の地区でゴミを出さざるを得ない場合

学校行事やボランテイア等で出さざるを得ない場合が

地酪 .氏名の確認を行うようにしてください。
あると思。ヽます。その は該当地区の方の了承を得て.■
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不審物とならないように、自分の地域の

ごみ集積場を 用しましよう。_
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置いてありました」と相談がありました。

今回、警察官立会いの下、


